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区分 補助対象 補助基準額 補助率

１ 病床機能
再編等支援事
業

施設整備 ○過剰な病床から不足する機能への病床転換（地域包

括ケア病床含む）に必要な整備費

○地域医療構想調整会議の協議結果に基づく病床機能

の分化・連携のために必要な整備費

※複数医療機関による再編等において、直接には病床

機能の変更を伴わない病床についても、当該病床機

能の集約に必要な施設・設備整備と認められるもの

については、補助対象とすることができる（調整会

議での同意必要）

整備する病床数に次の基準

額を乗じた額

・新築・増築

１床あたり 9,000千円

・改築・改修

１床あたり 5,761千円

※30床を上限とする

1/2以内

※複数医

療機関に

よる再編

のうち、

新築・増

築に限り

2/3以内

設備整備 1医療機関あたり

10,800千円

２ 病床の適
正化支援事業

※４区分の病床

10%削減を要件

※H30.7.1時点で

休棟中の病床は

対象外

※介護保険制度に

係る施設への用

途変更は対象外

施設整備 ①過剰な病床を削減し、他用途へ転用するために必要

な整備費

②病床の適正化に伴う外来機能の強化のための整備費

（診療所等の整備を含む）

③継続する医療機能強化のための整備費

・患者の療養環境改善

・医療従事者の職場環境改善

・衛生環境改善

・業務の高度情報処理化及び快適環境の整備

・乳幼児を抱える患者の通院等のための環境整備

・その他適当と認められるもの

※不足する機能の病床削減については、地域医療構想

の達成に必要なものか調整会議で協議のうえ判断

病床の適正化に伴い削減し

た病床数に次の基準額を乗

じた額

・新築・増築

１床あたり 9,000千円

・改築・改修

１床あたり 5,761千円

※30床を上限とする

設備整備 1医療機関あたり

10,800千円
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：

区分 補助対象 補助基準額 補助率

３ 再編統合等計画策定
事業

再編統合等にかかるコンサルタント業務委託費、病院間

協議にかかる経費

※複数医療機関の再編統合に限る

1箇所あたり

2,000千円（上限）
10/10

以内

４ 地域医療連携推進法
人設立事業

地域医療連携推進法人の設立のために必要な法人運営及び体制整備にかかる経費

会議費、説明会費、法人事務局経費（法人設立経費を含む）、共同研修に係る経費、

調査分析・事業計画策定 等

※病床機能分化・連携に係る費用に限る

※地域医療構想調整会議で合意が得られた計画等に基づくものに限る

※地域医療連携推進法人設立前後の3年間を上限とする

1/2以内

５ 病床削減に伴い不要
となる建物や医療機器の
処分に係る損失

自主的なダウンサイジングに伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医

療機器の処分（廃棄、解体又は売却）に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上され

る金額に限る）

〇対象となる建物及び医療機器：H28年11月11日（地域医療構想策定日）までに取

得（契約）したもの

○対象となる勘定科目

・固定資産除却損:固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用

・固定資産廃棄損:固定資産を廃棄した場合の撤去費用

・固定資産売却損:固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

1/2以内

６ 早期退職制度の活用
により上積みされた退職
金の割増相当額
※病床機能分化・連携推進事業及び
病床機能再編支援事業活用に限る

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限

る）の活用により上積みされた退職金の割増相当額

○対象となる職員：地域医療構想の達成に向けた機能転

換やダウンサイジングに伴い退職する職員

1人あたり

6,000千円（上限）
1/２以内
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１ 不足する病床への転換に要する
経費

３ 再編統合等の計画策定にあたっ
て必要となる経費

２ 過剰な病床を削減し、他用途へ
変更するために要する経費

５ 早期退職制度の活用により上積
みされた退職金の割増相当額

１ 病床機能再編等支援事業

３ 再編統合等計画策定事業

２ 病床の適正化支援事業

５ 病床削減に伴い不要となる建物や医療機器の処分に係る損失

６ 早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額

・複数医療機関による再編等で、病床機能の変更を伴わない場合で
も、病床機能の集約に必要と認められる整備等について補助対象
に追加

・複数医療機関による再編のうち、新築・増築に限り補助率を引き
上げ（1/2→2/3）

・複数医療機関の再編統合に限定

４ 地域医療連携推進法人設立事業

４ 病床削減に伴い不要となる建物
や医療機器の処分に係る損失

・新規追加

変
更
な
し

変更点

病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）

・診療所等整備を含む病床適正化に伴う外来機能強化整備を追加
・医療機能強化のための環境改善等に資する整備等を追加
・複数医療機関による再編のうち、新築・増築に限り補助率を引き
上げ（1/2→2/3）

変更点

変更点

変更点

病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）

〇地域医療構想の実現に向け、複数医療機関連携による病床の適正化や医療機能の見直し等に対する支援を強化
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１ 病床機能再編等支援事業

・複数医療機関による再編等で、病床機能の変更を伴わない場合でも、病床機能の集約に必要と認められる整備等に
ついて補助対象に追加

・複数医療機関による再編のうち、新築・増築に限り補助率を引き上げ（1/2→2/3）

変更点

病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）

4

（イメージ）

A病院 A病院

急性期130床

急性期病床を
回復期病床に
機能変更

単独医療機関による取組事例（従来どおり）

急性期100床
回復期 30床

・過剰な病床から不足する機能への病床転換（地域包
括ケア病床含む）に必要な整備費（補助率1/2）



１ 病床機能再編等支援事業

・複数医療機関による再編等で、病床機能の変更を伴わない場合でも、病床機能の集約に必要と認められる整備等に
ついて補助対象に追加

・複数医療機関による再編のうち、新築・増築に限り補助率を引き上げ（1/2→2/3）

変更点

病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）

5

（イメージ）

A病院

B病院

A病院

B病院

急性期150床
慢性期30床

急性期30床
慢性期50床

急性期病床集約

慢性期病床集約

慢性期病床を
移動

急性期病床
を移動

複数医療機関による取組事例

急性期180床

慢性期80床

・病床機能の集約に必要と認められる整備等について
補助対象（補助率1/2）

・新築・増築部分に限り補助率2/3

・病床機能の集約に必要と認められる整備等について
補助対象（補助率1/2）

・新築・増築部分に限り補助率2/3



病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）
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（イメージ）

A病院 A病院

急性期150床

急性期病床を
削減

単独医療機関による取組事例

急性期120床

①過剰な病床を削減し、他用途へ転用するために必要
な整備費〔補助率1/2〕

②病床の適正化に伴う外来機能の強化のための整備費
（診療所等の整備を含む）〔補助率1/2〕

③継続する医療機能強化のための整備費〔補助率1/2〕
・患者の療養環境改善
・医療従事者の職場環境改善
・衛生環境改善
・業務の高度情報処理化及び快適環境の整備
・乳幼児を抱える患者の通院等のための環境整備
・その他適当と認められるもの

２ 病床の適正化支援事業

・診療所等整備を含む病床適正化に伴う外来機能強化整備を追加
・医療機能強化のための環境改善等に資する整備等を追加
・複数医療機関による再編のうち、新築・増築に限り補助率を引き上げ（1/2→2/3）

変更点

※H30.7.1時点で休棟中の病床は対象外
※介護保険制度に係る施設への用途変更は対象外



病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）
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（地域医療連携推進法人とは）

３ 再編統合等計画策定事業

・複数医療機関の再編統合に限定

４ 地域医療連携推進法人設立事業

・新規追加

変更点

変更点



病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）
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（地域医療連携推進法人制度を活用する効果・メリット）

４ 地域医療連携推進法人設立事業

・新規追加変更点



病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）
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（イメージ）

４ 地域医療連携推進法人設立事業

・新規追加変更点

・地域医療連携推進法
人の設立のために必
要な法人運営及び体
制整備にかかる経費
（補助率1/2）

（例）
会議費
説明会費
法人事務局経費（法
人設立経費を含む）
共同研修に係る経費
調査分析・事業計画
策定 等



補助対象 対象となる経費 補助率

(1)不足する病床への転換
に要する経費

①施設整備費整備する回復期病床１床あたり（30床上限）
新築・増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円

１/２

(2)過剰な病床を削減し、
他用途へ変更するために要
する経費

①施設整備費削減する急性期・慢性期病床１床あたり（30床上限）
増築 9,000千円（360千円×25㎡）
改築・改修 5,761千円（3,841千円×1.5）

②設備整備費 医療機関あたり 10,800千円

１/２

(3)再編統合等の計画策定
にあたって必要となる経費

再編統合等にかかるコンサルタント業務委託費、病院間協議にかかる費用等
医療機関あたり 2,000千円上限

定額

(4)病床削減に伴い不要と
なる建物や医療機器の処分
に係る損失

自主的なダウンサイジングに伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の処分（廃
棄、解体又は売却）に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上される金額に限る）
〇対象となる建物及び医療機器：平成28年11月11日（本県の地域医療構想策定日）までに取得（契
約）したもの
○対象となる勘定科目
・固定資産除却損:固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用
・固定資産廃棄損:固定資産を廃棄した場合の撤去費用
・固定資産売却損:固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額

1/2

(5)早期退職制度の活用に
より上積みされた退職金の
割増相当額

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活用により上積みされた退職金の割増相当
額
○対象となる職員：地域医療構想の達成に向けた機能転換やダウンサイジングに伴い退職する職員
○上限額 6,000千円／人

定額

【参考】現行の補助スキーム
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

県

医療機関

会議

事業募集通知

病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）

令和6年度事業のスケジュール（イメージ）

事業計画書の提出

内示

交付申請

交付決定

事業調査票の提出

地域医療構想調整会議

事業実施、実績報告書の提出
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事業実績確認後、補助金支出
（～5月）

※事業着手の前倒しが必要な場合は個別にご相談ください。

※上記スケジュール以外でも受け付け可能ですので、随時、ご相談ください。



病床機能分化・連携推進事業の見直しについて（R６年度）
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【参考】県記者発表資料


